
平成 23 年度(2011 年度) 第２回箕面市都市計画審議会 議事録 

 

●日 時  平成 24 年 3 月 2 日(金曜日) 

       午後 2 時 00 分開会  午後 4 時 00 分閉会 

 

●場 所  箕面市議会委員会室 

 

●出席した委員 

   会 長   増田 昇   氏 

   委 員   小枝 正幸  氏 

委 員   滝口 広子  氏 

委 員   段中 弘   氏 

委 員   新田 保次  氏 

委 員   稲野 一三  氏 

   委 員   川上 加津子 氏 

   委 員   神田 隆生  氏     

委 員   中井 博幸  氏 

委 員   森岡 秀幸  氏 

委 員   大町 凱彦  氏 

委 員   房谷 守啓  氏 

委 員   上條 史絵  氏 

 

委員 13 名 出席 

    

●審議した案件とその結果 

案件１ 北部大阪都市計画下水道の変更について【付議】 

案件２ 箕面市景観計画の変更について【諮問】      

 

●その他 箕面市総合都市交通戦略について  
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●事務局（安永） 

定刻になりましたので、ただ今から、

平成２３年度第２回箕面市都市計画審

議会を始めさせていただきます。 

まず始めにマイク操作の確認をさせ

ていただきます。テープの録音とこのマ

イク操作とが連動しており、後の議事録

作成にも影響がございますのでよろし

くお願いします。 

各委員におかれましては、発言前に前

のマイクの青いボタンを押してからご

発言をお願いいたします。次の方が発言

される場合には、次に発言される方がご

自分の前の青いボタンを押していただ

きますと先にお話しいただいた方のマ

イクの電源が自動的に切れるようにな

っております。なお、進行を進めていた

だきます議長のマイクは常時つながっ

た状態になっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

それでは増田会長、お願いいたしま

す。 

●増田会長 

皆さんこんにちは。それではこれより

平成２３年度第２回箕面市都市計画審

議会を進めて参ります。 

早いもので、東日本大震災から 1 年が

たちました。少し、今年雪が多いので復

興の遅れ等々気になっておりますけれ

ども、順調に復興が進んでいくことを願

っております。 

また、皆さん方には、公私何かとご多

忙の頃、ご出席を賜り厚く御礼申し上げ

ます。また、平素は、本審議会の運営に

対しまして、格段のご支援・ご協力を賜

り厚く御礼申し上げます。 

これから進めてまいりたいと思いま

すので座って進行させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

それでは、事務局より、所定の報告を

お願いしたいと思います。 

●事務局（安永） 

定足数の確認についてのご報告をい

たします。 

 本日の出席委員は、委員 18 名中 13 名

でございます。過半数に達しております

ことから、箕面市都市計画審議会設置条

例第６条第２項の規定により会議は成

立いたすものでございます。 

なお、池田委員、弘本委員、牧原委員、

中島委員より欠席する旨のご連絡があ

りましたことを併せてご報告申し上げ

ます。以上でございます。 

●増田会長 

はい。ありがとうございます。それで

はまず最初に市長さんの方から挨拶の

申し出があります。お受けしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

●倉田市長 

皆さんこんにちは。いつも大変お世話

になっております。本日は、箕面市都市

計画審議会の開催をお願いいたしまし

たところ、公私何かとご多忙中にもかか

わりもせず、ご出席を賜りまことにあり

がとうございます。平素から本市の都市

計画行政のみならず、行政各般に渡りま

して、日ごろからご尽力・ご協力を賜り、

厚く御礼を申し上げます。ありがとうご

ざいます。 

本日の審議会では、案件 2 件、付議案

件が1件と諮問案件が1件をお願いをい

たしております。 

まず 1 件目の北部大阪都市計画下水

道の変更についてでござますが、本市の

安威川流域関連公共下水道の施設であ

る勝尾寺川第１汚水幹線、これが茨城市

域内も含めて、本市が事業主体となって

整備を行った施設でございます。この

程、茨城市がこのうち負担すべき事業

費、これが完納されて、茨木市域内の施

- 2 -



設は箕面市の関与する施設ではなくな

ったことから、これを機に、都市計画施

設としての位置づけを見直したことに

より変更をお願いするものでございま

す。 

次に、箕面市景観計画の変更につきま

して諮問案件でございますが、これは箕

面森町の、いわゆる第 2 区域、現在、民

間事業者の方が、宅地整備を進めている

部分で、来年度から宅地分譲が始まりま

すが、ここをより良好な住環境形成のた

めにさまざまルールの策定をしてはど

うかということで、事業者からの提案が

ありました。この事業者からの相談を受

けて前回、景観計画のルール追加などの

事業者案についてご報告をさせていた

だき、ご意見も賜ったところでございま

す。本日、これを踏まえて、正式に先般

事業者のほうから要望も出されました

ので、前回のご報告とご意見を踏まえた

市としての案というのを作成しました。

これにつきまして、審議会のご意見を伺

うべく、本日諮問をさせていただくとい

う運びのものでございます。 

併せまして、その他でございますけれ

ども、箕面市の総合都市交通戦略への検

討についても状況の報告をさせていた

だきたいと思っておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

以上、案件 2 件とその他 1 件という形

で、本日もですね、それぞれのお立場か

らぜひとも多様なご意見いただければ

と思っておりますので、どうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

●増田会長 

はい、どうもありがとうございまし

た。 

ただいま、市長さんからのご挨拶にあ

りましたように、本日の案件は、付議案

件が 1 件、諮問案件が 1 件の 2 件が審議

案件でございます。その他、先ほどござ

いましたように、その他案件がございま

す。ほぼ 4 時位を目途に終了したいと考

えておりますので、ご協力の程よろしく

お願いしたいと思います。 

それでは、案件１北部大阪都市計画下

水道の変更について、市より説明お願い

したいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

案件１ 北部大阪都市計画下水道の

変更について【付議】 

 

●市（上下水道局 木寅） 

＜案件説明＞ 

●増田会長 

はい、どうもありがとうございまし

た。ただいまご説明いただきました内容

につきまして、何かご質問等ございます

でしょうか。いかがでしょうか。非常に

丁寧にご説明いただいたと思いますけ

れども。よろしいでしょうか。 

特に、実質上の変更は何もなくて、む

しろ事務手続き上、極力簡略化していこ

うという形の変更と捉えていただけれ

ばと思います。 

はい。大町委員どうぞ。 

●大町委員 

本市の下水道について、非常にわかり

やすくご説明いただきましてありがと

うございます。 

私は、全国の下水道について関心を持

って、合併前の市町村の約半数を実際に

歩いて調べてみたのですが、当市の規模

くらい、人口 12 万そこそこのところで、

ほぼ完備している都市というのはあま

り経験したことがありませんので、当市

の非常に優れたところのひとつだと、先

人の皆さんのご苦労に感謝したいと思

います。 
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●増田会長 

はい。ありがとうございます。それで

は、北部大阪都市計画下水道の変更につ

きまして、付議案件、原案どおり議決し

たいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

はい、ありがとうございます。異議が

ないということでございますので、原案

どおり議決したということでございま

す。ありがとうございました。 

それでは、案件 2 箕面市景観計画の変

更について、これにつきましては、前回

も少し、内容のご説明をいただいて、先

ほど市長さんからもございましたよう

に、市として、あるいは都市景観法とし

て運用する部分と、協定として運用する

部分等々整理をいただいて、今日、諮問

案件としてまとめていただいたという

ことでございます。 

市の方から説明のほどよろしくお願

いしたいと思います。 

 

案件２ 箕面市景観計画の変更につ

いて【諮問】 

 

●市（まちづくり政策課 上岡） 

＜案件説明＞ 

●増田会長 

はい、どうもありがとうございまし

た。前回、大分議論をしたかと思います

けれども、それの整理を踏まえてという

ことでございます。何かご質問・ご意見

等ございますでしょうか。いかがでしょ

うか。はい。大町委員どうぞ。 

●大町委員 

素朴な質問ですが、一般住宅地域とい

うところで、将来ですね、専用住居では

なくて、たとえば、医院を開くとか、最

近おこっているような、老人のいこいの

施設とか、そういう風な住居だけでない

ようなものが、実際にできるのかどうか

ということをご確認させていただきた

い。 

●増田会長 

はい。一低専のところでしょうか。沿

道部分ではなくて。一低専のところの説

明お願いします。 

●小山課長 

まちづくり政策課長の小山でござい

ます。よろしくお願いします。今、第一

種低層住居専用地域の中での用途のお

尋ねでございますけれども、ここにつき

ましては、一低層という用途地域とあわ

せて地区計画で用途の制限を行ってお

ります。基本的には、専用の住宅という

ことでございますけれども、ルールの中

ではですね、５０㎡までの店舗を兼ねた

住宅等でありますとか、診療所 等の建

設は可能ということでございます。 

●増田会長 

よろしいでしょうか。ほか、いかがで

しょうか。はい。滝口委員どうぞ。 

●滝口委員 

滝口です。2-15 ページの建築協定の

ところ、共有地を設けてコミュニティ空

間を創出という部分なんですけれども、

これがその、本来の宅地の部分プラスこ

の囲まれたエリアの全員でこの道路状

の土地を共有するみたいなそういうイ

メージを持っておけばいいのですか。 

●増田会長 

はい。いかがでしょうか。 

●小山課長 

はい。今、ご指摘のとおりでございま

して、たとえば、ここの街区の場合、周

りぐるりの道路は市の公共用地の道路

であります。で、その宅地の中の背割り

部分のところにですね、あくまでも、ど
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なたでも通れる空間、歩行者が通れる空

間ではありますけれども、この共有地の

持分につきましては、この街区、ここは

十数区画と思いますけれども、その十数

区画の方が共有で持たれる共有地だと

いうことでございます。 

●増田会長 

はい。よろしいでしょうか。住宅地全

体ではなくて、この道路に、歩道に面し

ている十数軒なら十数軒の共有持分と。 

●小山課長 

はい。 

●増田会長 

 はい。いかがでしょうか。 

●滝口委員 

 そうすると、その、もともとのこの宅

地を持たれている方と別の方が共有者

に入ってこれないようにしたりとか、つ

まりその、宅地部分と分離して処分した

りできないようにとか、あるいは、共有

物分割の請求ができないようにとか、な

んか、そういうしばりはある程度入れる

ようなイメージでいたらよろしいです

か。 

●増田会長 

はい。いかがでしょうか。 

●小山課長 

はい。まさしくそのとおりでして、あ

くまでも、この土地を購入されるとき

に、この共有部分の部分についても一緒

に購入いただくことになるわけですけ

れども、その将来的にはですね、マンシ

ョンと同じように、ここに設けられる管

理組合などで管理していかれる物件で

ございまして、まさしく、所有権につき

ましては、基本的に、将来にわたって、

この十数区画で持ち続けていただくと、

そういうようなルールも明記された中

で運用していただくということでござ

います。 

●増田会長 

はい。いかがでしょうか。 

●滝口委員 

マンションのときには、その区分所有

法とかでいろいろ縛られてますので、恐

らくそこはまあ問題ないんだろうと思

うんですけども、通常の土地の場合に、

どういうルールの決め方をするのかと

いうのかというあたりは、かなり難しい

問題もあるのかなという風には、ちょっ

と、中身を具体的に存じ上げていないの

で、なんともいえませんけれども、かな

り慎重に決めていただいた方がいいの

かなとは思いました。 

●増田会長 

はい。多分そのあたりは、景観計画で

はなく、協定にした意味だと思いますけ

れども。はい。事務局のほう。 

●吉田副部長 

みどりまちづくり部の吉田です。会長

が今おっしゃっていただいんですけれ

ども、共有物の分割とか、その辺、権利

設定の上で、マンションの区分所有法み

たいな格好にはもっていけない限界が

ありますので、それは建築協定でここの

街区、購入者、全員の、これ、協定にな

ります。その建築協定の中でしばってい

くということで対応しております。 

●増田会長 

はい。よろしいでしょうか。ほか、い

かがでしょうか。はい。大町委員どうぞ。 

●大町委員 

具体的におこるかどうかわかりませ

んけども、今のおっしゃり方ですと、そ

こを第三者が通ることは可能なんです

ね。通行は。ところが、箕面の別のとこ

ろであったのですが、ある物を建てると

いうことに対する反対ということで、そ

この通路を通ったらあかんということ

が、実際問題としておこったことがある
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んです。そういうことが、ここで実際に

はおこるのかなと。 

●増田会長 

これは、どうですか。あの、建築協定

上、ここを要するに万人が通れるみたい

なことを書かれているのか。あるいは、

2 通り考え方があろうかと思うんです。

管理なんかを考えると、イギリスなんか

のコモンスペースは、柵が全部あって、

権利者に全部鍵を配って、権利者だけが

それを使って、要するに管理を行き届か

せるというやり方ですね。で、ここを例

えば、閉めたとしても、公共上不利な状

態になるかというと、そういう状況では

ありませんので、考え方だと思うんです

ね。どういう考え方をとるかということ

だと思うのです。はい。いかがでしょう

か。 

●小山課長 

はい。そういうあくまでも特定の個人

の利用ではなくて、一般の通行の用に供

することのルールでございますけれど

も、現在検討されている建築協定の中

で、共有敷地は協定区域内の住民および

一般の通行人の歩行者空間として利用

するものとし、ということで条項でうた

われております。 

●増田会長 

なるほど。よろしいでしょうか。ほか、

いかがでしょうか。はい。神田委員、ど

うぞ。 

●神田委員 

確認のために。土地をですね、それぞ

れの宅地につながった土地については、

そういう風に宅地の所有者の所有に多

分なるんだろうと思うんです、区分所有

でないということであれば。そうなる

と、建築協定でしばるという話について

も、例えば、A さんの宅地につながる緑

地部分について、Aさんが所有している、

A さんが所有しているんだから、ここま

で住宅を建ててもいいんじゃないかと。

協定があるからそれはやめてください

と言っても、協定が先行するのか、それ

とも所有権が先行するのか。その辺の考

えはどうなんですかね。 

●増田会長 

はい。いかがでしょうか。 

●小山課長 

先ほども、答弁の中で、マンションと

全く同じ区分所有法のというようなご

説明をさせていただいたかと思います

けれども、この共有地については、その

共有地を筆で割ってですね、それぞれの

宅地の方が、その接する部分を所有され

ているということではなくて、あくまで

も、共有地としての一筆の共有地でござ

いまして、それをその街区の皆さまの方

で共有されているということには違い

がありませんので、基本的には、そうい

う問題はないのかなという風には考え

ております。で、今申し上げた協定の中

にですね、共有地内には、特定個人の工

作物等は設置してはならないというこ

とも明記されておりますので、そこのと

ころは、基本的には協定でしばれている

のかなという風には考えております。 

●増田会長 

よろしいでしょうか。はい。 

多分、いろんな意味で、本当にうまく

ここが運用されるのだろうかという不

安が皆さんあるんだろう、正直にあるん

だろうと思いますけれども、協定の場合

は、これは 10 年間ですか。更新時期と

いうのは。 

●吉田副部長 

一応当初設定では 20 年。その後 10 年

ごとに自動更新という形で設定してお

ります。 

●増田会長 
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はい。森岡委員どうぞ。 

●森岡委員 

これが実現すれば、本当にハードとし

ては市内で例のないような良い物にな

るのかなとは思っております。だから、

あまり規制とか基準のほうというのは、

当然それはある程度一定品質というも

のを確保するためには必要なんですけ

れども、そればっかりいうんじゃなく

て、ちょっとこの景観計画とかの都計審

からはずれるかわかりませんけれども、

ここをうまくコミュニティ創造の場と

して使っていくというような意味で、デ

ィベロッパーさんもそうだと思います

が、行政としてもですね、そのまちづく

り、いわゆるまちづくりにどれだけ支援

していくというか、いろんな形でサポー

トしていくかというようなこともあわ

せて進めていくというよなことをやっ

ていただきたいという、要望のような提

案のようなことなんですが。 

●増田会長 

はい。何か答弁ございますか。 

●小山課長 

もちろん、まず、今考えうるそういう

今後の将来にわたっての不安の部分に

ついては、この協定なりできちんと最善

の策はとられているのかなという風に

は考えておりますけれども、あと、今、

ご指摘のですね、将来にわたってという

部分については、まず、今回、まだ住民

がおられないなかでの一人協定であり

ます。そんな中で、まず 1 点目、きちん

と運営委員会が、地元組織が立ち上がる

までは、事業者が責任を持ってその辺の

部分は管理していくといっていること

が 1 点。2 点目はですね、組織ができて

からも、住民の皆さまだけでやるには限

界がございまして、それについては、い

ま、具体的に管理業者の名前がでてるな

かで、きちんとそういう管理組合の組合

費であったり、その辺のところもきちん

と担保していくと。で、将来にわたって

のコミュニティについてもですね、基本

的には、そういう専門の方がついてやっ

ていくという風に聞いておりますので、

市の方もですね、きちんとその辺は見極

めながら管理していきたいなという風

には考えております。 

●増田会長 

はい。よろしいでしょうか。はい。 

●山田部長 

みどりまちづくり部長の山田でござ

います。まずは、一番大事なのは、まち

づくりの中でコミュニケーションをど

う保っていくかというソフトの面が大

切です。ですので、これは、行政から売

り出したのではなくって、業者の方が、

コミュニケーションを高められるよう

な物件を売って行きたい、ここに発意が

ございます。だからそれをわれわれ行政

も受け止めて、その担保性をどないして

いくねんということをいろいろ調整し

ていきます。で、その一番原点としては、

まずは、みんなで仲良くやっていきたい

という人にうまく売ってくださいよ。と

こういうことを一番最初に良く考えて

やれよ。ということを言っておりますの

で、で、また後のフォローアップもしっ

かりやれよ、ということで出発しており

ますのでよろしくお願いいたします。 

●増田会長 

よろしいでしょうか。はい。稲野委員

どうぞ。 

●稲野委員 

稲野です。私はちょっと当初思ってい

たイメージと今の理事者の方の説明で

若干疑問がありますので、お聞きしたい

と思いますけれども。 

要は、これ、たとえば 15 区画の区割
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りで土地をお買いになるということで

すよね。そこで共有地ができてくると。

そこで建築協定が入っている。こういう

状態でですね、土地の売買というのは、

物権法上の所有権です、それと、共有の、

これだったら 15 分の 1 の土地をいわゆ

る道路状の物をお買いになる。そういう

風に所有権は移転していくのかなとい

うイメージがあるのですけれども、いっ

たんですね、一つの区画をお買いになっ

た場合に、区画の土地そのものはいいと

しまして、この道路状のものを 15 分の

1、同時にお持ちになっているものを、

物件をそのまま売ってはいけないとい

うのは、あくまで協定だけのものですよ

ね。この辺、いわゆるマンションの場合

でしたら不動産登記法上、特別なものが

ありますけれども、それを今のちゃんと

買えよちゃんとやれよというようなと

ころで、うまく本当にいくのかどうかと

いうのが、私の疑問なんですけど、その

辺ちょっと、もう一回、再答弁みたいに

なるかもしれませんけれども、お願いし

たいんですけれども。 

●増田会長 

はい。いかがでしょうか。あの、多分、

共有名義になっているんです。そこの部

分は。区分しているのではなくてという

ことだと。もう一度ご説明いただければ

と思います。はい。 

●小山課長 

あくまでも、この共有地が設定される

5箇所の街区についてのお話でございま

すけれども、当然、それぞれの各宅地部

分については、個々の所有権という中で

販売されます。ただ、その中に通る共有

地の部分については、今、会長からもお

話がございましたように、15 区画であ

れば、15 分の 1 というような共有の持

分になるということでございます。 

●増田会長 

はい。よろしいでしょうか。多分こう

いう事例がある部分、やはり、コミュニ

ティ形成と空間形成とが一体となった

ものが売れて、そこに愛着を持って住ま

れていくという、そういう先行事例にな

ればということですね。今まで、どちら

かというと、あまり制限がないほうが財

産価値が高いのと違うかとか、不動産の

価値を維持できるん違うかといわれて

いた時代から、ある一定の制限がかかっ

て、環境が担保されているほうが、不動

産価値が維持されるとか、向上するとい

うような時代へ少しずつ変わってきて

るんだろうと思うんですね。そういうあ

たりのひとつの事例かもしれません。よ

ろしいでしょうか。はい。大町委員どう

ぞ。 

●大町委員 

話を別件に変えますけれども、いろい

ろと市のほうでご配慮いただいてると

思うのですが、特に樹木ですけれども、

これは、高木になったり、太くなるもの

がありますと、幹だけでなくて根がいろ

いろなところへ影響してきます。例え

ば、具体的に言いますと、箕面市の才ヶ

原幹線なんかは、歩道の桜の根が浮き上

がって、歩道がガタガタになってしまっ

ているという風なことがある。そういう

将来どうなるかということを想定して

樹種を選んでいただきたいという風に

要望いたしたいと思います。 

●増田会長 

はい。ありがとうございます。十分そ

の辺は気をつけてということだと思い

ます。 

はい。房谷委員どうぞ。 

●房谷委員 

今回の景観計画の詳細については、私

としては特に意見はございませんが、前
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に、電柱の地中化という風なことで話を

させていただいたのですが、国の政策で

も、電柱の地中化という風なことが策定

されているわけで、これは現在、幹線道

路だとか、歴史的なまちなみですね、そ

ういったところは非常に手をつけられ

ておると。で、箕面市さんも滝道、今回

されてるわけですが、こういった新規開

発については、生活圏で電柱の地中化と

いう風なことを今後どのようにとらえ

ていかれるのか。という風なことをお聞

きしたいと思います。 

●増田会長 

はい。いかがでしょうか。直接今回の

案件には関係ございませんけど、いろん

な意味で、景観というとすぐに電柱の問

題が出てきますけど、何か答弁があれば

いかがでしょう。はい。 

●小山課長 

 はい。ご指摘のとおりですね、電柱と

いうのは景観というところから見ます

と好ましくないという風には十分認識

しております。そういう意味で市では効

果の高いところなどについて地中化を

進めているところですけれでども、開発

に対してというご質問でございますの

で、そこのところは、当然、開発業者に

ついてはですね、採算性というところ、

その物件の販売価格等にも影響してく

ると思います。そんな中で、可能な限り

ですね、そういう電柱地中化をなんとか

進めていただきたいということをこれ

からもお願いしていきたいということ

とあわせて、例えば、地中化が無理であ

っても、今回ガイドラインなどで定めよ

うとしておりますように、屋根の部分で

ありますとか、そういうようなところの

アンテナを極力なくすとかですね、そう

いうような形でできうる限りの配慮に

ついては、これからも事業者さんの方に

は求めていきたいという風には考えて

おります。 

●増田会長 

 よろしいでしょうか。多分、関電管内

というのは比較的遅れている部類だと

思いますね。各電力会社の管内で言いま

すと。特に東電エリアの方が進んでおり

ますね。管理者がある部分、かなり嫌が

るという分もあるんですね。関西の場合

は。はい。 

●森岡委員 

 電柱も景観柱ということで茶色のポ

ールを立てられているのですけど、景観

を阻害するのは電柱もあるのですが、む

しろ道路を横断するような配線の問題

が大きいんですよね。だから、今回ここ

は多分、そういう道路横断の配線という

のは将来的に出てこないとは思うです

けど、基本的にその辺をコントロールし

ていかないとせっかくのものがつぶれ

てしまうんじゃないかなというような

こともあるかと思いますので、あえて言

うならその辺もちょっと念頭に置いて

いただければと思います。  

●増田会長 

 はい。ありがとうございます。多分こ

れは、景観審議会の方でもかなりそんな

議論がされてるんだろうと思います。直

接、都計審に属する案件ではございませ

んけれども、貴重なご意見ですので今後

ご対応いただければというように思い

ます。ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。そしたら、本件、

諮問案件でございます。箕面市景観計画

の変更につきまして、原案通り答申する

ということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

●増田会長 

- 9 -



 はい。ありがとうございます。異議な

しということでございますので、原案通

りご承認いただいたということでござ

います。ありがとうございました。 

 これで、案件審議の 2 案件につきまし

ては、おかげさまで終了したという風に

思っております。最後、その他ですけど

も、報告があるということでございま

す。これは、今後審議案件になっていく

というものではございませんけれども、

まちづくりと密接に関係しているとい

うことで、総合都市交通戦略について状

況ご報告があるということでございま

す。よろしくお願いいたします。 

 なぜここでご報告をするのかという

ことについて少し事務局のほうで最初

にちょっと説明をいただきたく存じま

す。これは、都市計画審議会の中でも新

田委員のほうに座長を務めていただい

て、一度都市計画道路の見直しをしたこ

とがあるという風なことから、ここで交

通政策そのものについてもご報告いた

だくということで、少しご説明いただけ

ればと思います。 

●安永 

 事務局より報告いたします。 

本市では平成１７年に都市計画道路の

見直しを実施しておりますが、その見直

しにあたって、この都市計画審議会から

「これからの都市計画道路のあり方」に

ついて答申していただいた際に、今後交

通体系マスタープラン等を検討する際

に配慮すべき事項についてあわせて提

言をいただきました。 

 その内容をうけて、先般本市では「箕

面市総合都市交通戦略（素案）」を策定

いたしましたので担当課から説明させ

ていただきます。 

 

●市（交通政策課 波多野） 

＜説明＞ 

●増田会長 

はい。どうもありがとうございまし

た。もうすでに皆さん方の目にはパブリ

ックコメントという形で入っているの

かと思いますけれども、改めてここでご

説明いただきましたけれども、何かご意

見なりご質問なりございますでしょう

か。いかがでしょうか。 

特にございませんでしょうか。いかが

でしょうか。ございますか。はい。大町

委員どうぞ。 

●大町委員 

 ずいぶんいろいろと検討されて市民

としてはうれしいと思うのですが、特に

新御堂筋から西の方向の南北の通りと

いうのは非常に不便だと思うんですね。

もちろん都市計画道路としてすでにい

くつか認定されておりますけれども、現

実には、民家をいろいろとのけないかん

というか、そういう問題があるから現実

はなかなか難しいのですが、本当に東西

南北に行こうとすると非常に曲がりく

ねったり細い道が多いというのが現状

ですので、ここを何とかできないものか

なという風に思っております。 

●増田会長 

はい。ありがとうございます。いかが

でしょうか。何か答弁ございますか。特

にご意見という形でお聞きしておいた

らよろしいですか。いかがですか。よろ

しいですか。 

多分、途中の説明でもございましたよ

うに、萱野中央を取り巻く道路整備のあ

たりの中で多分南北の線の充実みたい

なやつが出てくると思うんですけれど

も。 

ほか、いかがでしょうか。特にござい

ませんでしょうか。もしもなければ、一

応もう 1 ヶ月間パブリックコメントも
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して、それの整理段階になっているとい

うことでございます。よろしいでしょう

か。 

ずっと懸案になっていたといいます

が、一番最初にご説明もいただきました

ようにこの都市計画審議会としては、こ

れからの都市計画道路のあり方という

ところで答申した中で、やはり公共交通

を中心に都市交通を考えていただきた

いみたいな話が要望として提案させて

いただいた中で、そういうあたりも汲み

取っていただいて展開されているとい

う風なことだと思いますが。新田先生、

座長をされていたということで、何か補

足ございますでしょうか。いかがでしょ

うか。 

●新田委員 

先ほど、ご報告された内容で、特に私

の方で付け加えることはないんですけ

ども、箕面市民ではなくて、外から見た

人間として、やはり箕面市の今後の発展

を考える場合に、北急の延伸というのは

非常に大きな要素になると。その鉄道網

だけの延伸ではまちは発展しないので、

ここに示しましたように、それぞれの駅

を中心としたまちづくりというのをし

っかり位置づけてやらないとだめだと

いうことをこの中で、より戦略として強

調してるかと思います。20 年後の話と、

それから当面、10 年で、そこにソフト

ランディングするための特にバスを中

心とした再編ということで。オレンジゆ

ずるバスが走っておりますけれども、今

日も見ましたら結構乗られております

が、ああいうきめ細かなサービスも連結

して南北と東西をやって、それから基盤

も整備していくという姿勢が重要かと

思います。ぜひともがんばっていただき

たいと思います。 

●増田会長 

はい。ありがとうございます。よろし

いでしょうか。はい。中井委員どうぞ。 

●中井委員 

将来的な話ということでしたら、例え

ば萱野中央などの、まだこれから開発さ

れるところの交通網というのは考えて

いただけるのかなと思いますけれども、

例えば、箕面、私の近所で言いますと、

百楽荘の中のところはきれいに、わりと

広い道ができておりますけれども、そこ

へ行くまでのところが非常に細い道で

す。桜ヶ丘なんかでもそうでして、中へ

入れば、昔のことできっちり基盤整備が

できておりますけれども、そこへ行くま

での途中がなんか、そこだけが碁盤の目

にきれいになっておりますけれども、そ

こへ行くまでができてないと。ですか

ら、将来的に逆に、そのことを逆の発想

にするというか、もっと歩いていけるま

ちにするのならするで、そっちの戦略で

もっと考えるとか、一箇所またどこかに

口を抜いてしまって公共交通が入れる

ようなところを作るとか、なにかそうい

うようなことのもっと広い視野での戦

略を考えていただけたら、旧市街地がも

っと生きてくるのではないのかなと。も

ともとはきっちり部分的には碁盤の目

のようにできていますんでね。そこはち

ょっと残念かなと思いますんで、今後の

長いスパンでの発想というものにして

いただけたらと思います。 

●増田会長 

はい。ありがとうございます。ご提言

ということでお聞きしておくというこ

とでよろしいでしょうか。はい。ありが

とうございます。よろしいでしょうか。  

はい。そしたら一応、これは、報告と

いうことでございますので、承認とかい

うことでございませんので、貴重なご意

見をいただきましてどうもありがとう
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ございました。 

一応、今日予定しておりました案件、

その他も含めまして、一応終わったかと

思っております。ご協力ありがとうござ

いました。この際、何かご発言ございま

したらお聞きしたいと思いますがよろ

しいでしょうか。 

はい。そしたら特にないということで

ございます。いつもは長引くんでけれど

も、珍しく、ご協力によりまして早く終

わることができました。十分に、その前

にご報告をいただいているということ

もございますし、非常に説明のアカウン

タビリティが高まってきているという

風にも感じますので、感謝したいという

風に思っております。 

 それでは、平成 23 年度第 2 回箕面市

都市計画審議会を終了させていただき

たいと思います。どうもありがとうござ

いました。 
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